 居宅サービス重要事項説明書
(令和8年4月～)
1． 清流の家居宅介護支援事業所の概要

	事業所名
	清流の家居宅介護支援事業所

	所在地
	〒785-0028　須崎市上分丙１７５８番地８

	事業者指定番号
	高知県　　第  ３９７０６０００２３号

	サービス提供地域
	須崎市
	介護支援専門員    １名以上


　　　職員体制
	職　種
	常　勤
	非常勤
	備　考

	管理者兼

主任介護支援専門員
	1名
	0名
	介護支援専門員兼務

	介護支援専門員
	1名以上
	0名
	


２．営業時間
平日  午前８時３０分 ～ 午後５時３０分
土･日･休祭日･年末年始（12/30～1/3）は原則として休業します｡
３．利用料金
　　(１)利用料
　　　　居宅介護支援の利用料その他の費用の額は次のとおりとする。 

１．居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による　ものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。 ただし、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合につき、要介護度に応じて利用料を支払っていただく場合があります。

２．通常の事業の実施地域（須崎市）を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。 なお、自動車を使用した場合は、1キロメートルあたり５０円とする。

３．前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に説明し利用者の同意を得てから実費の支払いを受けることができる。
４．個人情報の使用
下記の使用条件により必要最小限の範囲内で個人の情報を使用、提供、または収集をいたします。
使用条件

　（１）利用者及び家族等の個人情報の提供は必要最小限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。また、利用者のサービス利用終了後においても、第３者に漏らさない。

　（２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。

　　１

利用目的

　（１）利用者に関わる居宅サービス計画に沿って円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供
　（２）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その他社会福祉団体等との連絡調整

　（３）行政の開催する評価会議、サービス担当者会議

　（４）その他サービス提供で必要な場合

　（５）上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等

５. 事故発生時における対応   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村及び　　　　　当該利用者の家族等に速やかに連絡し必要な措置を講じます。
（2）当該事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、又、利用者に対する
 指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償をおこないます。
６．記録の整備

　　　利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、完結の日から５年間保存します。

７．当事業所の居宅介護支援の特徴等
[運営方針]

（１）利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう計画作成の支援を致します。　
  （２）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保険・医療・福祉施設等のサービスを、総合的かつ効果的に提供するように配慮いたします。

  （３）利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不偏することのないよう、複数のサービス提供事業所の紹介を行い公正、中立に行います。
　　　　当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙「特定事業所集中減算チェック一覧表」とおりです。

（４）利用者が居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求める場合には、十分な説明を行います。
  （５）中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施することで、特定事業所加算Ⅱを算定します。
 (６)市役所・包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険事業所等との連携に努めます。
　　（７）居宅介護支援の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼します。
　　（８）利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治医等の意見書を求め、この意見書を作成した医師に対してケアプラン交付します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

　　（９）事業所から伝達された利用者の情報等やケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治医や歯科医師等に必要な情報伝達を行います。
[提供方法・内容]
（１）ご自宅を訪問し、ご本人やご家族に面談し解決すべき課題の把握（アセスメント）を
 　　　行います。
（２）全社協版アセスメントツール、課題整理総括表等を用いて居宅サービス計画原案の　　　　 作成を行います。

(３)サービス担当者会議等による専門的意見の聴取を行い、調整を図ります。
(４)居宅サービス原案に位置付けた各サービスについて保険給付の対象の区分をした上
　　で内容・利用料等をご本人またはご家族に説明し文書により同意を得ます。

(５)居宅サービス計画の実施状況等の把握及びモニタリングを少なくとも1月に1回居宅を
訪問しご本人に面談して行います。
８．相談窓口・苦情対応
  １．サービスに関するご相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
	
	お客様相談窓口
	 電話番号
	  ０８８９－４６－０６１１

	
	
	 ＦＡＸ
	  ０８８９－４６－０６１２

	
	
	管理者　相談員
	  江口　千夏

	
	
	 対応時間
	  午前８時３０分 ～ 午後５時３０分


※第三者委員での苦情相談も対応致します。
　　第三者委員
	氏　名
	住所
	連絡先

	笹岡　真実
	須崎市山手町14-21
	0889-43-1373

	多田　好延
	須崎市南古市13-19
	0889-43-0210


2．公的機関においても、次の窓口に苦情などの申し立てができます。

	
	須崎市長寿介護課　
介護保険相談窓口


	 所在地
	  須崎市山手町１－７
	

	
	
	 電話番号
	  ０８８９－４２－１２０５
	

	
	
	 ＦＡＸ番号
	  ０８８９－４２－１２４５
	

	
	
	 対応時間
	  午前８時３０分 ～ 午後５時１５分
（土日、祝日、年末年始(12/29～1/3)を除く）
	

	
	高知県国民健康保険

団体連合会　
（介護保険課　
苦情相談係）
	 所在地
	  高知市丸の内２－６－５
	

	
	
	 電話番号
	 ０８８－８２０－８４１０・８４１１
	

	
	
	 ＦＡＸ番号
	  ０８８－８２０－８４１３
	

	
	
	 対応時間
	午前9時～正午、午後1時～午後4時まで
（土、日、祝日および年末年始
（12月29日～1月3日）を除く）
	


３
９．緊急時の対応について。

※緊急連絡先：清流の家居宅介護支援事業所

携帯電話番号：０９０-４１１８-６１４４（２４時間対応）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.利用者に危害があった場合

身体状況、外傷の有無、症状を確認し、管理者・家族に連絡します。

2.緊急を伴う場合

　救急車を呼び(かかりつけ医療機関に搬送)状況等を管理者・家族に連絡します。

　

10.第三者評価は受けておりません。
【説明確認欄】
居宅介護支援契約の締結にあたり、上記により必要事項を説明し、同意を求めます。
      令和　　年　　　　月　　　日
                    事業所在地  　　須崎市上分丙１７５８番地２
事業所名        清流の家居宅介護支援事業所
                    説明者                                       印
  居宅介護支援契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け、その内容について同意します。
      令和　　 年　 　月　 　日
                 　 利用者　　　　　
　住所                              
                               　 氏名　　　                  　　  　 印
                             ＊代筆の場合は、代筆者の氏名を併記して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

                   利用者家族等代表　 
　住所                             
　

氏名　　　                     　　 印
                　　　　　　　　　　　　　　 利用者との続柄(               )
４

